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　身体障害者福祉法等に基づく
各種サービスを受けるときに必
要な手帳を交付しています。

　在宅の、常時介護が必要な重度の障害を有す
るお子さん（20歳未満）に対して支給される手当
です。

障害児福祉手当障害児福祉手当2

支 給 額 月額15,220円

※児童福祉施設入所者や所得制限以上の人は支
　給されません。

支 給 額 月額35,760円または53,700円

※児童福祉施設入所者（母子入所は除く）や所得
　制限以上の人は支給されません。

　身体又は精神に障害のある20歳未満のお子さ
んを家庭で育てている父母または養育者に支給
される手当です。

特別児童扶養手当特別児童扶養手当3

手帳の交付手帳の交付1

対 象 視覚や聴覚、音
声・言 語 機 能、
肢体不自由、心
臓機能、腎臓機
能、呼吸器機能
等に永続すると
認められる障害
のある人

問 合 せ 福祉課　TEL 39-2343　または各支所地域振興・市民生活課（栃尾支所は市民生活課）
（一覧表P     ）

問 合 せ 福祉課　TEL 39-2343
または各支所地域振興・市民生活
課（栃尾支所は市民生活課）
（一覧表P     ）

問 合 せ 福祉課　TEL 39-2343
または各支所地域振興・市民生活
課（栃尾支所は市民生活課）
（一覧表P     ）

発達に心配のある
お子さんのために

　知的障害のある人が各種サー
ビスを受けやすくするために手
帳を交付しています。

対 象 児童相談所また
は知的障害者更
生相談所におい
て知的障害と判
定された人

　精神障害のある人の福祉や社
会参加、社会復帰をしやすくす
るために交付しています。

対 象 精神障害のため
に長期にわたっ
て日常生活や社
会生活への制約
があると認めら
れた人

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳
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　児童扶養手当受給者等の就労への支援を、公共職業安
定所や母子家庭等就業・自立支援センター等の関係機関
とともにお手伝いする制度です。

対 象 者 自立・就業に対する意欲のある児童扶
養手当受給者など

問 合 せ 生活支援課　TEL 39-2338

　母子世帯の母が、生活上のいろいろな問題のため、お
子さんの養育が十分にできない場合など、母子ともに保
護が必要な場合に利用する施設です。母子を保護すると
ともに、自立促進のための支援も行われます。

母子生活支援施設
への入所
母子生活支援施設
への入所5 母子・父子自立支援

プログラム
母子・父子自立支援
プログラム6

対 象 配偶者のいない女子、またはこれに準
ずる事情にある女子であって、養育し
ている18歳未満のお子さんについて十
分な養育ができない母及びお子さん

費 用 入所に要する措置費用は市費で負担し
ますが、生活保護法による被保護世帯
以外の方は、所得に応じ一部自己負担
があります。

問 合 せ 生活支援課　TEL 39-2338

対 象 者 以下の要件に全て該当する方
①児童扶養手当またはひとり親家庭等医療費助成を受給しているか、または受給できる所得水準にあること。
②資格を取得するため、養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者
であること。
③就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

　ひとり親家庭の母又は父が、定められた資格を取得するため6月以上養成機関に通う場合、生活費相当額を支給します。

高等職業訓練促進給付金高等職業訓練促進給付金7

対象資格 看護師・准看護師・保育士・介護福祉士・作業療法士・理学療法士　等

問 合 せ 生活支援課　TEL 39-2338

支 給 額 市民税非課税世帯　月額　100,000円（修学期間の最後の1年は140,000円）
課税世帯　　　　　月額　　70,500円（　　　　　〃　　  　　110,500円）
（修業する全期間を対象とし、支給期間上限4年）

対 象 者 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあり、養育費の対象となる児童を現に扶養している者

　ひとり親家庭の子どもが、養育費を確実に受け取ることができるように、養育費の確保に対する支援を行います。

養育費確保支援事業養育費確保支援事業8

対象経費 養育費に関する債務名義取得費用、養育費保証契約の保証料等

問 合 せ 生活支援課　TEL 39-2338

補助金の額 経費の合計額の1/2（最大2万5千円）
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　精神に関する病気の指定医療機関で治療した
通院医療費の一部を助成します。

自立支援医療（精神通院）
支給制度
自立支援医療（精神通院）
支給制度4

助 成 内 容 医療費の一部を助成（医療費の1
割が自己負担額となります。世帯
の市民税課税額により、月の自己
負担上限額があります。）

助 成 内 容 医療費の一部を助成（医療費の1
割が自己負担額となります。世
帯の市民税課税額により、月の
自己負担上限額があります。）

手 続 き 医師の診断書を添えて必要書類
を提出 手 続 き 受給者証の交付を受けてください。

※事前申請が原則

※事前申請が原則

　身体障害者手帳（1～ 3級）、療育手帳（A）又は
精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けたお
子さんの通院及び入院医療費の自己負担額から、
※一部負担金を差引いた額を助成します。
（所得制限があります。）

重度障害者の
医療費助成
重度障害者の
医療費助成5

※一部負担金　通院　530円／回
　　　　　　　（医療機関ごと。月5回目以降は無料）
　　　　　　　入院 1,200円／日

　統合失調症や精神遅滞などで精神に関する病気
の治療を受けているお子さんの医療費を助成しま
す。

精神障害者の
医療費助成
精神障害者の
医療費助成6

助 成 内 容 医療費の自己負担額の3分の1

手 続 き 受給者証の交付を受けてくださ
い。

　聴力が30デシベル以上で身体障害者手帳の交
付対象とならないお子さん（18歳未満）が補聴器
を購入する場合に、購入費の一部を支給します。
（所得制限があります。）※事前に申請が必要です。

軽・中等度難聴児補聴器
購入費支給事業
軽・中等度難聴児補聴器
購入費支給事業8

支 給 額 購入金額（基準額を超えた場合
は基準額）の3分の2

手 続 き 医師の意見書を添えて必要書類
を提出

　身体に障害があるお子さん又はそのまま放置
すると将来障害を残すと認められる疾患のある
お子さん（18歳未満）で確実な治療効果が期待で
きる場合に、指定医療機関で治療した医療費の
一部を助成します。

自立支援医療（育成医療）
支給制度
自立支援医療（育成医療）
支給制度7

問 合 せ 福祉課　TEL 39-2319
または各支所地域振興・市民生
活課（栃尾支所は市民生活課）
（一覧表P     ）

問 合 せ 福祉課　TEL 39-2319
または各支所地域振興・市民生
活課（栃尾支所は市民生活課）
（一覧表P     ）

問 合 せ 福祉課　TEL 39-2343
または各支所地域振興・市民生
活課（栃尾支所は市民生活課）
（一覧表P     ）

問 合 せ 福祉課　TEL 39-2319
または各支所地域振興・市民生
活課（栃尾支所は市民生活課）
（一覧表P     ）

問 合 せ 福祉課　TEL 39-2319
または各支所地域振興・市民生
活課（栃尾支所は市民生活課）
（一覧表P     ）
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障害児通所支援事業等障害児通所支援事業等9

（令和５年６月現在） （令和５年６月現在）

こども発達相談室（子ども家庭センター内）での面談の上、受給者証の交付を受けてください。

子ども家庭センター　こども発達相談室　TEL 36-3727
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　精神に関する病気の指定医療機関で治療した
通院医療費の一部を助成します。

自立支援医療（精神通院）
支給制度
自立支援医療（精神通院）
支給制度4

助 成 内 容 医療費の一部を助成（医療費の1
割が自己負担額となります。世帯
の市民税課税額により、月の自己
負担上限額があります。）

助 成 内 容 医療費の一部を助成（医療費の1
割が自己負担額となります。世
帯の市民税課税額により、月の
自己負担上限額があります。）

手 続 き 医師の診断書を添えて必要書類
を提出 手 続 き 受給者証の交付を受けてください。

※事前申請が原則

※事前申請が原則

　身体障害者手帳（1～ 3級）、療育手帳（A）又は
精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けたお
子さんの通院及び入院医療費の自己負担額から、
※一部負担金を差引いた額を助成します。
（所得制限があります。）

重度障害者の
医療費助成
重度障害者の
医療費助成5

※一部負担金　通院　530円／回
　　　　　　　（医療機関ごと。月5回目以降は無料）
　　　　　　　入院 1,200円／日

　統合失調症や精神遅滞などで精神に関する病気
の治療を受けているお子さんの医療費を助成しま
す。

精神障害者の
医療費助成
精神障害者の
医療費助成6

助 成 内 容 医療費の自己負担額の3分の1

手 続 き 受給者証の交付を受けてくださ
い。

　聴力が30デシベル以上で身体障害者手帳の交
付対象とならないお子さん（18歳未満）が補聴器
を購入する場合に、購入費の一部を支給します。
（所得制限があります。）※事前に申請が必要です。

軽・中等度難聴児補聴器
購入費支給事業
軽・中等度難聴児補聴器
購入費支給事業8

支 給 額 購入金額（基準額を超えた場合
は基準額）の3分の2

手 続 き 医師の意見書を添えて必要書類
を提出

　身体に障害があるお子さん又はそのまま放置
すると将来障害を残すと認められる疾患のある
お子さん（18歳未満）で確実な治療効果が期待で
きる場合に、指定医療機関で治療した医療費の
一部を助成します。

自立支援医療（育成医療）
支給制度
自立支援医療（育成医療）
支給制度7

問 合 せ 福祉課　TEL 39-2319
または各支所地域振興・市民生
活課（栃尾支所は市民生活課）
（一覧表P     ）

問 合 せ 福祉課　TEL 39-2319
または各支所地域振興・市民生
活課（栃尾支所は市民生活課）
（一覧表P     ）

問 合 せ 福祉課　TEL 39-2343
または各支所地域振興・市民生
活課（栃尾支所は市民生活課）
（一覧表P     ）

問 合 せ 福祉課　TEL 39-2319
または各支所地域振興・市民生
活課（栃尾支所は市民生活課）
（一覧表P     ）

問 合 せ 福祉課　TEL 39-2319
または各支所地域振興・市民生
活課（栃尾支所は市民生活課）
（一覧表P     ）
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障害児通所支援事業等障害児通所支援事業等9

（令和５年６月現在） （令和５年６月現在）

こども発達相談室（子ども家庭センター内）での面談の上、受給者証の交付を受けてください。

子ども家庭センター　こども発達相談室　TEL 36-3727

事業所名 所在地 電話番号
長岡療育園通園センター
（重症心身障害児対象） 深沢町2278-8 46-6611

柿が丘学園 柿町115 32-4991
多機能こどもセンター 銀河 宮栄3-17-15 31-6555

こどもサポート教室
「きらり」長岡校 今朝白3-11-5 89-7085

こどもサポート教室
「きらり」北長岡校 稲保南1-219-17 86-8320

あすなろ
あすなろカラフル

四郎丸4-9-4
SKサカイビル3・4階 86-8869

あすなろキャンバス 曙3-3-15 86-8869
重症児デイサービス
あすなろくれよん 曙3-3-15 89-7969

キッズサポートすまいる 与板町与板乙2439-6 89-6186
キッズサポートすまいる・はすがた 鉄工町1-1-40 050-1190-6264

はぴねす長岡
児童発達支援 TODAY Is New Life 古正寺 古正寺3-92 86-5441

コペルプラス長岡教室 関東町5-5
長岡ファーストビル201 94-4622

発達支援ユニコーン 千手2-10-21 2階 86-7981
発達支援ユニコーン こしじ教室 来迎寺渋田甲2602-2 86-6027

児童デイサービスみそら 川崎5-497-101 86-4848

事業所名 所在地 電話番号
柿が丘学園 柿町115 32-4991

コペルプラス長岡教室 関東町5-5
長岡ファーストビル201 94-4622

事業所名 所在地 電話番号
長岡療育園通園センター
（重症心身障害児対象） 深沢町2278-8 46-6611

虹のオアシス 三和3-123-1 35-3887
ピュアはーと 青葉台4-9-7 46-5251
ピュアぴーす 青葉台5-22-4 86-7195

多機能こどもセンター 銀河 宮栄3-17-15 31-6555
こどもサポート教室
「きらり」長岡校 今朝白3-11-5 89-7085

こどもサポート教室
「きらり」北長岡校 稲保南1-219-17 86-8320

あすなろ
あすなろカラフル

四郎丸4-9-4 
SKサカイビル3・4階 86-8869

あすなろキャンバス 曙3-3-15 86-8869
重症児デイサービス
あすなろくれよん 曙3-3-15 89-7969

キッズサポートすまいる 与板町与板乙2439-6 89-6186
キッズサポートすまいる・はすがた 鉄工町1-1-40 050-1190-6264

はぴねす長岡
・はぴねす古正寺

・はぴねすスタディ古正寺
古正寺3-92 86-5435

86-5436

コペルプラス長岡教室 関東町5-5
長岡ファーストビル201 94-4622

たいよう 西宮内2-131
旭マンション101 76-0687

発達支援ユニコーン 千手2-10-21 2階 86-7981
発達支援ユニコーン こしじ教室 来迎寺渋田甲2602-2 86-6027

児童デイサービスみそら 川崎5-497-101 86-4848
つむぎ 栃尾表町5-6 86-6262
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子育て関係施設マップのページには、
保育園や幼稚園などのほかに子育てに
関する施設の場所や電話番号を記載し
ています。その他、各地域の特徴やポ
イントとなる施設をピックアップ。ま
た、さらに詳しい情報をホームページ
で紹介していますので、こちらもあわ
せてご覧ください。

子育て関係施設マップ

越路
小国地域

山古志
川口地域

中之島
寺泊地域

長岡川東・栃尾地域

三島
和島
与板
地域

長岡川西地域

P59～60

P53～54

P61～62

P63～64

P55～56

P57～58

企業主導型保育施設・認可外保育施設

幼稚園

認定こども園

子育ての駅

地域型保育施設

00

00

00

00

00

公立認可保育園

私立認可保育園

00

00

相談窓口・療育機関等相談窓口・療育機関等10

相 談 時 間 月～金　8:30～17:15

問 合 せ 子ども家庭センターこども発達相
談室　TEL 36-3727

　就学前のお子さんの成長や発達に関する不安や
悩みごとについて保育土や臨床心理士・言語聴覚士
等が相談をお受けします。
　毎日のくらしの中で、子どもとどのように接し
たらよいかを一緒に考え、親子あそびや集団あそ
びを通して実践していくための相談室です。

問 合 せ 保育課　すこやか応援係
TEL 39-2378

　お子さんが在籍している保育園・幼稚園・認定こ
ども園とともに、相談・支援を行います。
　保育園や幼稚園・認定こども園を利用しているお
子さんの、成長や発達についての不安、気になって
いる事、困っている事、また就学などについて相談
に応じます。

子ども発達センター
TEL 46-7900

こども発達相談室

相 談 日 時 年９回（相談を希望される方は事前
にお問合せください。）

問 合 せ 長岡地域振興局健康福祉環境部（長
岡保健所）地域保健課
TEL 33-4931

　乳幼児健診等の結果、運動や精神機能面の発達障
害の心配のあるお子さんに対して、適切な療育につ
いて相談に応じます。

保健所療育相談

こどもすこやか応援事業

問 合 せ

　重症心身障害児・者の入所・通所部門をはじめと
して、外来部門等、医療と福祉の総合的サービスの
提供や相談に応じます。
　また、小児科外来や発達障害児リハビリテーショ
ン等を行う子ども発達センターがあります。

長岡療育園
TEL 46-6611

長岡療育園

問 合 せ 新潟県はまぐみ小児療育センター　TEL 025-266-7165
新潟県発達障がい者支援センター「RISE（ライズ）」　TEL 025-266-7033

　重度の心身障がいから軽度発達障がいまでを対象に外来診療やリハビリテーションを行っています。
　医療型障害児入所施設、医療型児童発達支援センターでは主に肢体不自由のあるお子さんの入所や通所に
よる支援を行っています。
　新潟県発達障がい者支援センター「RISE（ライズ）」では、障害者基幹相談支援センターや相談支援事業所な
どと連携し、地域で暮らす発達障がい者や支援者に対する相談・支援を行っています。
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新潟県はまぐみ小児療育センター

（令和４年６月現在）

事業所名 所在地 電話番号
相談支援センターふかさわ 西津町字原4668 47-2208
　　〃　 （分室サンスマイル） 中沢町663-1 86-7812
障がい者支援センターあさひ 浦9750 94-4160
障がい者支援センターさんわ

※新規の受付はしていません。 東新町1-6-8 86-6711

長岡療育園 深沢町2278-8 46-6611
柿が丘学園 柿町115 32-4991

障害者相談支援センターとちお 栃尾表町5-6 86-6396
多機能こどもセンター 銀河 宮栄3-17-15 31-6555
障がい者支援センターピュアはーと 青葉台5-22-4 86-7195
相談支援事業所あすなろ 曙3-3-15 89-7967

相談支援すまいる 脇野町2149番地 86-4801
080-3606-4811
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